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条
例
の
あ
ら
ま
し

◉�

東
京
都
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る

条
例
（
条
例
第
九
六
号
）

一　

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す

る
こ
と
に
よ
り
、
東
京
に
暮
ら
し
、
東
京
を
訪
れ
る
全
て
の
人
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分

け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
意
思
を
伝
え
、
理
解
し
、
尊
重
し
合
い
な
が
ら
安
心
し
て

生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
ま
す
。

㈠　

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理

念
を
定
め
ま
す
。

㈡　

都
、
事
業
者
及
び
都
民
の
責
務
を
定
め
ま
す
。

㈢　

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事

項
を
定
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
七
号
）

一　

東
京
都
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
一
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
常
任
委
員
会
の
所
管
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

条
　
　
　
例

東
京
都
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
条

例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
六
号

東
京
都
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進

に
関
す
る
条
例

全
て
の
人
に
と
っ
て
、
障
害
の
有
無
、
年
齢
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
と
す
る
情
報
を
容
易
に
入
手

し
、
そ
の
情
報
を
活
用
し
、
滞
り
な
く
意
思
を
伝
え
合
う
こ
と
は
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
上

で
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
る
。

東
京
都
は
、
平
成
三
十
年
に
東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例

を
制
定
し
、
障
害
者
に
配
慮
し
た
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
や
、
意
思
疎
通
を
仲
介
す
る
者
の
養
成
な

ど
情
報
保
障
の
推
進
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、
令
和
四
年
に
東
京
都
手
話
言
語
条
例
を
制
定
し
、
手
話

を
言
語
と
し
て
位
置
付
け
、
手
話
の
普
及
や
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

一
方
で
、
情
報
通
信
技
術
が
発
展
す
る
今
日
に
お
い
て
も
、
障
害
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎

通
等
に
係
る
手
段
が
十
分
で
な
い
こ
と
や
、
手
段
が
あ
っ
て
も
社
会
に
お
け
る
理
解
や
配
慮
が
不
十
分

で
あ
る
た
め
に
、
情
報
の
取
得
や
利
用
、
意
思
疎
通
の
場
面
で
障
害
者
が
困
難
を
感
じ
る
こ
と
が
依
然

と
し
て
あ
る
。
そ
の
た
め
、
都
民
一
人
一
人
が
障
害
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎
通
等
の
重
要
性
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に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
東
京
都
を
は
じ
め
都
民
、
事
業
者
、
区
市
町
村
が
連
携

し
て
、
先
端
的
な
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
も
含
め
、
多
様
な
意
思
疎
通
等
に
係

る
手
段
に
つ
い
て
利
用
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

障
害
者
が
情
報
を
十
分
に
取
得
し
、
利
用
し
、
円
滑
に
意
思
疎
通
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、

障
害
者
だ
け
で
な
く
誰
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
、
東
京
に
暮
ら
し
、
東
京
を
訪
れ

る
全
て
の
人
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
意
思
を
伝
え
、
理
解

し
、
尊
重
し
合
い
な
が
ら
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
全
て
の
障
害
者
が
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
、
経
済
、
文
化
そ

の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取
得
し
及

び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を

定
め
、
並
び
に
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
、
事
業
者
及
び
都
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
基
本
と
な
る

事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る

施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
都
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
生
社

会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

障
害
者　

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害
を
含
む
精
神
障
害
、
難
病
そ
の
他
の
心
身
の
機

能
の
障
害
（
以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に

よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。

二　

社
会
的
障
壁　

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
、
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営

む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を

い
う
。

三　

意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段　

手
話
、
要
約
筆
記
、
筆
談
、
点
字
、
拡
大
文
字
、
手
書
き
文
字
、

指
点
字
、
読
み
上
げ
、
音
訳
、
代
筆
、
分
か
り
や
す
い
表
現
、
実
物
又
は
絵
図
の
提
示
、
身
振
り
、

手
振
り
、
表
情
、
文
字
盤
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
、
重
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
置
、

身
体
障
害
者
補
助
犬
の
使
用
そ
の
他
障
害
者
が
情
報
を
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
他
者
と
の
意

思
疎
通
を
図
る
た
め
の
手
段
を
い
う
。

四　

意
思
疎
通
支
援
者　

手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
、
盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
、
失
語
症
者
向
け

意
思
疎
通
支
援
、
点
訳
、
音
訳
を
行
う
者
そ
の
他
の
障
害
者
と
他
者
と
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る

者
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
推
進
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

全
て
の
障
害
者
が
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
た
め
、

意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
に
つ
い
て
、
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度

に
応
じ
必
要
か
つ
有
効
な
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二　

全
て
の
障
害
者
が
、
そ
の
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し

く
そ
の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三　

障
害
者
が
取
得
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
、
障
害
者
で
な
い
者
が
取
得
す
る
情
報
と

同
一
の
内
容
の
情
報
を
障
害
者
で
な
い
者
と
同
一
の
時
点
に
お
い
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。

四　

先
端
的
な
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
推
進
し
、
全
て
の
障
害
者
が
、
そ

の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
都
の
責
務
）

第
四
条　

都
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
障
害
者
に
よ

る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責

務
を
有
す
る
。
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都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
が
障
害
者
で
な
い

者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意
思
疎
通
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
つ
つ
、
当
該
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
が
そ
の
必
要
と
す
る
情
報
を

十
分
に
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
、
都
が
実
施
す
る
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
民
の
責
務
）

第
六
条　

都
民
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
及
び
基
本
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
都
並
び
に
特
別
区
及

び
市
町
村
（
以
下
「
区
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用

並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力
）

第
七
条　

都
、
区
市
町
村
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並

び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な

が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
等
の
意
見
の
尊
重
）

第
八
条　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
を
講
ず
る
に

当
た
っ
て
は
、
障
害
者
、
障
害
児
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
計
画
と
の
関
係
）

第
九
条　

都
が
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
者
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更
す
る

場
合
に
は
、
当
該
計
画
が
こ
の
条
例
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と

す
る
。

２　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
毎
年
公
表
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
、
障
害
児
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
意

見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
者
に
よ
る
情
報
取
得
等
に
資
す
る
機
器
等
）

第
十
条　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意
思
疎
通
に
資
す
る

情
報
通
信
機
器
そ
の
他
の
機
器
及
び
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
役
務
（
次
項
及
び
第
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
「
障
害
者
に
よ
る
情
報
取
得
等
に
資
す
る
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
開
発
及
び

提
供
に
対
す
る
支
援
、
障
害
者
又
は
そ
の
介
助
を
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
者
等
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る
情
報
提
供
及
び
入
手
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
障
害
者
等
が
障
害
者
に
よ
る
情
報
取
得
等
に
資
す
る
機
器
等
の
利
用
方
法
を
習
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
取
組
を
自
ら
行
う
と
と
も
に
、
当
該
取
組
を
行
う
者
を
支
援
す
る
た
め

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
心
と
理
解
を
深
め
る
機
会
の
確
保
等
）

第
十
一
条　

都
は
、
都
民
及
び
事
業
者
が
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑

な
意
思
疎
通
の
重
要
性
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
機
会
の
確
保

に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
東
京
都
職
員
が
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意
思
疎
通

の
重
要
性
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
障
害
者
か
ら
の
相
談
及
び
障
害
者
に
提
供
す
る
情
報
）

第
十
二
条　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意
思
疎
通
に
関
し
、

区
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い
相
談
支
援
体
制
の
整

備
及
び
拡
充
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
障
害
者
か
ら
の
各
種
の
申
請
、
届
出
、
相
談
等
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
が
そ

の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

都
は
、
障
害
者
に
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
た
意

思
疎
通
等
に
係
る
手
段
を
利
用
し
て
、
こ
れ
を
行
う
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
思
疎
通
支
援
者
等
の
人
材
確
保
、
養
成
等
）

第
十
三
条　

都
は
、
医
療
、
介
護
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
、
交
通
、
文
化
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
障
害
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要

な
分
野
に
お
い
て
、
障
害
者
が
そ
の
必
要
と
す
る
情
報
を
十
分
に
取
得
し
及
び
利
用
し
並
び
に
円
滑
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に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
区
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し

て
、
意
思
疎
通
支
援
者
及
び
そ
の
指
導
者
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
へ
の
支
援
）

第
十
四
条　

都
は
、
事
業
者
が
行
う
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な

意
思
疎
通
の
た
め
の
取
組
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
事
業
者
が
行
う
、
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
の
利
用
を
必
要
と
す
る
障
害
者
が
働
き
や
す

い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
取
組
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
に
お
け
る
支
援
）

第
十
五
条　

都
は
、
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
の
利
用
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
が
通
う

学
校
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一　

乳
幼
児
期
か
ら
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
を
利
用
し
、
又
は

習
得
す
る
た
め
の
切
れ
目
な
い
学
習
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

二　

教
員
そ
の
他
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
の
利
用
を
支
援
す

る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
教
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応

じ
た
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
、
障
害

の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
に
通
じ
た
教
員
等
の
確
保
の
た
め
に
必
要

な
支
援
を
行
う
こ
と
。

三　

意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
の
利
用
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
等
（
保
護

者
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
そ
の
他
の
生
活
を
共
に
す
る
者
を
い
う
。
）
に
対
し
、
障
害
の
種
類
及

び
程
度
に
応
じ
た
意
思
疎
通
等
に
係
る
手
段
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
教

育
に
関
す
る
相
談
を
受
け
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

２　

都
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意

思
疎
通
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
等
）

第
十
六
条　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
十
分
な
取
得
及
び
利
用
並
び
に
円
滑
な
意
思
疎
通
に
資
す

る
た
め
、
大
学
等
と
連
携
し
て
、
調
査
研
究
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
を
支
援
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
時
等
に
お
け
る
措
置
）

第
十
七
条　

都
は
、
災
害
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
お
い
て
、
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
障
害
者

が
必
要
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に
取
得
し
、
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
区

市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
避
難
所
等
に
お
け
る
障
害
者
に
よ
る
情
報
取
得
等
に
資

す
る
機
器
等
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
障
害
者
が
防
災
及
び
防
犯
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
か
つ

確
実
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
区
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、

設
備
又
は
機
器
の
設
置
の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３　

都
は
、
障
害
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
障
害
者
が
緊
急
の
通
報
を
円
滑
な
意
思
疎
通
に
よ
り
迅

速
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
区
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し

て
、
多
様
な
手
段
に
よ
る
緊
急
の
通
報
の
仕
組
み
の
整
備
の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
八
条　

都
は
、
障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取
得
及
び
利
用
並
び
に
意
思
疎
通
に
係
る
施
策
を
推
進
す

る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
等
に
つ
い
て

検
討
し
、
時
代
の
要
請
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３　

前
項
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
、
障
害
児
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
七
号
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東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
規
定
に

よ
る
常
任
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議

会
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
付
議

さ
れ
た
事
件
と
み
な
す
。
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